
 

                

 

 
 ▼ 制度の概要 
 

区内中小企業者の皆様が事業資金を低利でご利用いただけるよう、取扱金融機関に融資をあっせんす

る制度です。この制度を利用した事業者は、区から信用保証料と利子の補助を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

葛飾区中小企業融資あっせんの流れ 

 
 

 

 

       

 製造業等（※２） 卸売業 小売業 サービス業（※３） 医療法人等 

資 本 金 ３億円以下 １億円以下 5,000 万円以下 5,000 万円以下 条件なし 

従業員数(※１) 300 人以下 100 人以下 50 人以下 100 人以下 300 人以下 

 小規模企業者 20 人以下 ５人以下 20 人以下 

 (※１) 従業員数は常時使用する者。家族従業員（個人の場合）、役員は含みません。 

 (※２) 製造業等には、建設業、運輸業、不動産業、ソフトウェア業を含みます。  (※３) 小規模企業者の定義上、娯楽業、宿泊業は 20 人以下。 

 

中小企業者とは 以下の資本金または従業員数を満たす事業者（中小企業信用保険法による） 

 NPO 法人も

対象です！ 

幅広い業種で

利用できます 

住所等の要件は

「ご利用できる

条件」をご参照く

ださい 

融資メニューも

とても豊富！ 



 
 

 ▼ 利用によるメリット 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

葛飾区中小企業融資あっせんの流れ 

あっせんメリット❶ 低利！利子を補給します！ 

低利で融資が受けられるよう、区が利子を補給します。返済の遅滞や返済内容の変更といった

ことがない限り、ご利用期間にわたって継続的に利子補給します（３か月毎に年４回）。 

 

あっせんメリット❷ 信用保証料を補助します！ 

３０万円まで区が補助します。 

また、小規模企業融資の場合、特別融資は全額補助、一般融資は東京都から１/２補助を受け

ることができます。 

 

 

 ①一般融資で申込み 

  

 

 ②小規模企業融資（一般融資）で申込み 

   

 

 ③小規模企業融資（特別融資）で申込み 

     区補助：７０万円（全額補助） 本人負担額：なし

本人負担額：５万円 都補助：３５万円 区補助：３０万円

区補助：３０万円 本人負担額：４０万円

（例）信用保証料が７０万円だった場合 

 

申込む融資の種類によって

信用保証料の本人負担額が

違うのね！ 

「小規模企業融資」の 

要件は下のページで 

チェックしましょう！ 



 

 

 
 ▼ 小規模企業融資の要件 
 

次の要件を全て満たしている場合、葛飾区の小規模企業融資を申し込むことができます。小規模企業融

資は、東京信用保証協会が１００％保証する「小口零細企業保証制度」が適用されます(NPO 法人を除く)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

葛飾区中小企業融資あっせんの流れ 

 
 
 

① 中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること（従業員数は下記表を参照） 

② 申し込む融資含め信用保証協会の保証付融資の合計残高が２，０００万円以下であること 

小規模企業融資（小口零細企業保証制度）の要件 
※ＮＰＯ法人

は除く 

 
 

 

 

       

 製造業等（※２） 卸売業 小売業 サービス業（※３） 医療法人等 

資 本 金 ３億円以下 １億円以下 5,000 万円以下 5,000 万円以下 条件なし 

従業員数(※１) 300 人以下 100 人以下 50 人以下 100 人以下 300 人以下 

 小規模企業者 20 人以下 ５人以下 20 人以下 

 (※１) 従業員数は常時使用する者。家族従業員（個人の場合）、役員は含みません。 

 (※２) 製造業等には、建設業、運輸業、不動産業、ソフトウェア業を含みます。  (※３) 小規模企業者の定義上、娯楽業、宿泊業は 20 人以下。 

 

中小企業者とは 以下の資本金または従業員数を満たす事業者（中小企業信用保険法による） 

 

 

 

 

 

法人と個人事業主とで

家族従業員を含めるか

が違うので、注意が必要

です。 

 

「常時雇用する従業員」の考え方について 
〈三親等以内の親族〉 

 １親等：父母、子 

 ２親等：祖父母、孫、兄弟姉妹 

 ３親等：曾祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めい 
〈出典〉保証マンスリー 2014/VOL.35/NO.8 

 「小規模企業者を対象とした保証制度のよくあるご質問」 

個人事業主の場合の家族従業員（※）は「常時使用する従業員」に含まれません。 

他方、法人の場合、家族従業員は「常時使用する従業員」に含みます。 

※「家族従業員」とは、事業主と生計を一にしている三親等以内の親族を指します。  

 



  
 ▼ あっせん申込みの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
                 

葛飾区中小企業融資あっせんの流れ 
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中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けると

き、その債務を保証することで借入れを容易にする

ことを目的にした機関です。 
 

⑨保証料補助・ 

 利子補給 
（融資実行後） 

） 

信用保証協会とは 

 紹介書を発行しても、融資が実行されない場合が

あります。あらかじめご了承ください。 

 区に申し込む前に、借入予定の金融機関に相談し

ておくと、あっせん後の手続きがスムーズです。 

   



 

 
 ▼ 信用保証協会とは 
 

 「信用保証協会法」に基づく公的機関として、事業経営に取り組まれている中小企業が金融機関から事業

資金の融資を受ける時に保証人（※）となり、中小企業の借入れを容易にし、企業の育成を金融の側面から

支援する機関です。 

(※)信用保証委託契約を締結し、融資実行額・保証期間等に応じた信用保証料を支払う必要があります。 

  

 葛飾区を管轄する支店は、以下のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

東京信用保証協会葛飾支店 

 葛飾区青戸７－２－５ 東京都城東地域中小企業振興センター ３階  ☎5680-0801 

 〈東京信用保証協会ホームページ〉 

 http://www.cgc-tokyo.or.jp/about/branch/katsushika.html 

http://www.cgc-tokyo.or.jp/about/branch/katsushika.html


 

 
 ▼ 利用上の注意点 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葛飾区中小企業融資あっせんの流れ 

 

 
 

 最終償還日より前に繰上完済した場合、繰り上げた期間の保証料が減額されます。東京信用保証協

会に支払った保証料と減額後の保証料の差額から、区の補助した割合に応じて算出した額を区へ返還

していただきます。（ただし、区の借換融資、債務一本化融資及び不況対策資金借換融資を利用するた

めに繰上完済した場合は返還不要です） 

注意点① 信用保証料の返還事由 

 

 
 

 以下の場合、利子補給を停廃止します（該当日翌日以降は支給しません）。 

① 事業を廃止した場合  

② 条件変更（返済金額、返済期間延長等の変更） 

③ 繰上完済した場合     

④ 約定償還期限を経過した場合 

⑤ 住所要件を欠いた場合  

     一般融資：住所（法人は本店登記）及び主たる事業所とも区外移転 

     特別融資：住所（法人は本店登記）または主たる事業所を区外移転 

⑥ 完了届が未提出の場合      

⑦ 延滞している場合や代位弁済になった場合 

⑧ その他区が不適当と認めた場合（返戻信用保証料が未払いの場合など） 

注意点② 利子補給の停廃止事由 



 
 ▼ 取扱金融機関                                                                         


